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情報公開・個人情報保護制度

　情報公開制度は、市民の皆さんに市政に対する理解と
信頼を深め、市政への参加をより進めていただくために、
市が保有する行政情報を請求に応じて公開する制度です。
〈情報公開を請求できる方〉
　①市内に住所がある方
　②市内に事務所または事業所がある個人および法人、
　　その他の団体
　③市内の事務所または事業所に勤務する方
　④市内の学校に通学する方
　⑤市などが行う事務または事業に利害関係がある方

■情報公開・個人情報開示運用状況（平成22年度）

■請求から公開までの流れ

■情報公開制度

　個人情報保護制度は、市が保有する個人に関する情報
を適正に管理するルールを定めるとともに、開示および
訂正などを請求する権利を保障する制度です。
〈個人情報の開示を請求できる方〉
　どなたでも公文書に記載されているご自身に関する個
人情報の開示を請求することができます。

■個人情報保護制度

Information on the city to you ｛今月のお題は・・・。｝｛市の話題を細かくじっくり・・・。｝Series of topic

今月のお題は、　　　　　　　　　　　です。「信頼される行政の推進」　
お知
らせ

シリ
ーズ 市の話題
の

自治基本条例通信(第５回)

区分 請求件数
処理状況（内訳）

公開・開示 部分公開・部分開示 非公開・非開示 不服申立て
公文書公開 12件 ５件 ６件 １件 ０件
個人情報開示 17件 14件 ３件 ０件 ０件

　※部分公開決定および非公開決定とされた方で不服がある場合は、
　　60日以内に不服申立てをすることができます。

※郵送を希望される方は別途郵送料　
　がかかります。	

問本庁舎総務課☎㉒1111　内2312

　公文書の公開または個人情報の開示の請求は、本庁舎
総務課・各庁舎総務課で受け付けています。　

（例）公文書公開の流れ

　また、個人情報の内容が事実でないときや本来の目的
以外の利用がなされた場合は、訂正・利用停止を請求す
ることができます。
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白河市自治基本条例を考える市民会議活動中！

白河市自治基本条例を考える市民会議活動中／自治基本条例Ｑ＆Ａ／自治基本条例キーワード紹介

公開の請求 部分公開決定通知

公開決定通知

非公開決定通知

決定のお知らせ
　原則として、請求を受
理した日から15日以内に
公開・部分公開・非公開
を決定し、その結果をお
知らせします。

１ モノクロコピー
（Ａ3判以下） 1枚につき10円

２ カラーコピー
（Ａ３判以下） １枚につき100円

３ １、２以外の方
法による写し

写しの作成に要す
る費用

〈書類の写しを交付する場合〉

〈書類を閲覧する場合〉
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